
秋田県後期高齢者医療広域連合告示第２号 

 秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療一部負担金の減額及び免

除並びに徴収猶予取扱要綱の一部を改正する要綱を次のとおり定める。 

  平成３０年２月２１日 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合長 穂 積   志     

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療一部負担金の減額及

び免除並びに徴収猶予取扱要綱の一部を改正する要綱 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療一部負担金の減額及び免

除並びに徴収猶予取扱要綱（平成20年秋田県後期高齢者医療広域連合告示

第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項前段中「減免され」を「減免された場合」に改め、同項中

「場合を含むものとする」を「場合とする」に改め、同条第３項中「第１

項第４号」を「第１項第１号、第２号、第３号及び第４号」に、「被保険

者の属する世帯主」を「被保険者の属する世帯の世帯主」に、「被保険者

の属する主たる生計維持者である世帯員」を「被保険者の属する世帯の主

たる生計維持者である世帯員」に改め、同条第４項に次のただし書を加え

る。 

ただし、保険料を滞納していることにつき特別な事情があると認めら

れる場合は、この限りでない。 

第３条第１号中「場合」の次に「（保険金、損害賠償金等により補填さ

れるべき額を除く。）」を加える。 

第７条の見出し中「申請等の却下」を「申請等の不受理」に改め、同条

中「却下するものとする」を「受理しないものとする」に改める。 

様式第２号中「 



 

 



 

」を「 



 

 



 

」に改める。 



様式第３号中「 

 

」を「 

 

」に改める。 

附 則 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 


